
② 関係機関間の 連携において、 連携先の機関の 動きを一方的に 解釈してい 

るものや相互の 役割が明確にされていないことによる 情報の伝達不足があ 

る。 

③ 医療機関における 虐待の認識の 向上や福祉部門との 連携の構築などの 体 

制整備を図る 必要性があ る。 

④ 乳幼児の死亡事例が 多いことから 保健部門と福祉部門との 連携の強化、 

実効性のあ るネットワークの 構築・活用を 一層図る必要性があ る。 ネット 

ワークの個別ケース 検討会議等を 活用し、 関係機関で事例ごとに、 情報の 

提供及び共有を 図り、 アセスメントを 行った上で援助を 実施し、 さらに評 

価を行い、 必要性に応じて 援助方針の見直しを 行うことが必要であ る。 

⑤ 虐待防止ネットワークは 構築されており、 一定の情報の 共有はなされて 

いるが、 組織の末端までの 情報伝達システムが 不十分であ る。 個別ケース 

検討会議が効果的に 開催されていたのかどうか、 個別ケース検討会議で 決 

定 された役割分担について 共通認識が十分されていたのかどうか、 責任の 

押し付け合いになっていなかったかどうか 等を検証することが 必要であ 

る。 

⑥ 本年 4 月Ⅰ日から個人情報の 保護に関する 法律 ( 平成丁 5 年法律第 5 7 

号 ) が全面施行されており、 こうした個人情報保護の 要請と関係機関にお 

ける情報共有との 関係が問題となり 得るが、 子どもの命を 守ることが最優 

先されるべきであ り、 消極的になるべきではない。 
虐待事例に適切に 対応していくためには、 虐待防止ネットワークを 構成 

する関係機関間における 情報の交換とそれに 基づく援助方針の 共有化が不 

可欠であ る。 改正児童福祉法において、 要 保護児童対策地域協議会が 法定 

化され、 その構成員に 守秘義務が課せられたことから、 本協議会を積極的 

に 活用し、 情報交換や連携を 進めて い くことが望まれる。 

4. 三事例の個別ヒアリンバから 得られた課題 

今回の検証においては、 児童相談所が 長期に関わっていた 三事例について、 

関係都道府県・ 指定都市から 個別にヒアリンバを 行 う ことにより青ま 木田な分析を 

実施したところ、 次のような問題が 見受けられた。 

なお、 個人情報保護等の 観点から、 各事例の内容については 個別情報が特定 

されないよう 記載上の配慮を 行っている。 

[ 事例 A] 
の 関係機関の関与 

保育所、 家庭児童相談室を 通じた虐待通告に 対し、 児童相談所が 関係 

機関とともに 長期的に在宅指導をしていた 事例 
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②家庭環境、 養育環境等 

地域から孤立した 家庭で、 父、 母、 多子家族。 死亡した子どもは 幼児。 
頭部打撲に よ る脳障害で死亡 

③奉事例における 課題 

ア ) 事例の見立て、 アセスメント 

当初の児童相談所に 対する相談は、 死亡した子どもと 上のきょ ぅだ 

いに顔面、 頭部の怪我があ ったという保育所及び 家庭児童相談員から 
のものであ った。 まず、 頭部、 顔面の怪我という 点についてハイリス 
ク であ ると見なされなかった 点に問題があ る。 

また、 両親が虐待を 否定していたことや 2 か 月後に新しい 傷がなか 

っ たこと ( 保育所長に確認 ) などから一時保護 は 行わず、 保育所に見 
守りを依頼していた。 この時点での 親や家族の状況についてのアセス 
メント、 虐待の程度の 認識、 一時保護の必要性の 検討が適切になされ 
たか、 さらには組織的に 判断されたかが 検討すべき課題であ ると考え 

られる。 

さらに、 担当者の専門性やそのバックアップ 体制、 スーパービジョ 

ン 体制についても 考慮すべき課題があ ったと考えられる。 
イ ) 児童相談所の 状況把握と対応 

児童相談所が 関わっていた 2 年間に、 死亡した子どもに 児童相談所 

が 直接会ったのは 5 回のみであ った。 児童相談所は 保育所を通じて 状 

況 把握を行い、 親に対する対応を 間接的に行っていたが、 家族を含め 
て 総合的な状況の 把握や対応がなされていたかが 検討すべき課題であ 

る 。 

また、 親との関係を 重視しすぎることから 介入的なアプローチに 消 

極 的であ ったと考えられ、 子どもの安全確認、 ・安全確保が 優先されな 
かった。 

ウ ) 状況の変化 ( 保育所の退 所 ) への対応 
援助の経過中に 保育所を退 所 したが、 これまでキーパーソンとして 

の役割を担ってきた 関係機関との 接点が切れたという 状況に対して 危 

機 意識が不足していた。 また、 援助についての 親の拒否に対してリス 
クの 認識が十分ではなかった。 保育所を退 所 することで援助者との 接 

  点が失われたが、 その後長期にわたって 具体的な対応がなされていな 

  いなどのケースワーク 上の課題があ った。 

  

[ 事例日 ] 

①関係機関の 関与 

児童相談所、 保健センター、 家庭児童相談室、 保育所等が子どもの 養 

育 、 虐待に関して 一時保護及び 在宅指導を通じて 長期的に関与 
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②家庭環境、 養育環境等 
母子家庭、 経済的不安あ り、 養育者の生育環境上の 間 題 あ り、 母方組 

母、 母、 多子家族。 死亡した子どもは 幼児。 脳内出血により 死亡 

③ 本 事例における 課題 

ア ) 一時保護解除時のアセスメント、 解除後の支援体制 
当初、 児童相談所に 対しては、 母親の家出に 関する祖母からの 養育 

相談があ ったことから、 家庭児童相談室、 保育所入所などによる 支援 
を 実施した。 

その後、 保育所から子ども ド 怪我をしているとの 情報があ り、 一時 
保護を実施した。 

1 か 月後に一時保護を 解除し、 継続指導及び 関係機関を含めた サポ 

一トを 実施した。 これも含め、 この事例においては 最初の一時保護 か 

ら 死亡時までの 3 年間に 3 回の一時保護とその 解除を繰り返した。 こ 

ぅ した火退所の 繰り返しについて 適切な評価がなされていたかが 検討 
すべき課題であ る。 また、 社会的養護を 担 う 施設の不足やケア 体制が 

不十分であ ることから、 子どもの引き 取りもやむを 得ないとの方針決 
定 に傾いていった 面があ った。 

さらに、 母親が再度同居している 状況を含めて、 子ども、 家族、 地 

域は ついての状況の 変化、 サポート体制、 他機関からの 情報について 
評価が的確であ ったか不明確な 部分があ った。 

特に、 虐待が疑われる 受傷 が見られたという 情報に対して、 親との 
関係性を重視しすぎた 結果、 的確なリスク 評価がなされず、 子どもの 
安全確認・安全確保が 優先されなかったという 面が見られた。 

また、 本事例における 母親の行動からほ 薬物依存の後遺症が 推測さ 

  
れるが、 精神保健分野からの 専門的視点がなかったことも 親に対する 
対応が適切に 行えなかった 要因の一つであ った。 

ィ ) 状況の変化に 対する対応 

母の友人をキーパーソンとしてこの 家族の状況確認や 母への対応な 
どを行っていたが、 この存在が失われた 後における対応が 的確でなか 

っ たと考えられる。 家族への援助の 状況把握や介入の 仕方をどさする 
かというケース・マネージメントに 課題があ ったと考えられる。 

ウ ) 関係機関 ( 民生委員等 ) からの情報への 対応、 情報管理 
関わりをもっていた 家庭児童相談員及び 民生委員からの「子どもの 

姿 が見えない。 閉じこめられているのではないか。 」との複数回の 情報 

に 対して、 的確な対応がなされなかったと 考えられる。 
また、 これらの情報管理についても 組織的対応がなされなかったな 

どの問題があ ったと考えられる。 

なお、 子どもの状況確認や 母への説得などの 対応を母の友人のみに 
委ねているが、 この点についても 他の方法がなかったのかが 検討すべ 
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き 課題であ る。 また、 この友人がキーパーソンとして 機能しなくなっ 
た後に、 これに代わる 適切な対応策を 講じなければならないという 意 

識に欠ける面があ った。 

エ ) 情報の妥当性の 判断 

虐待が疑われる 状況下において、 家庭内の状態について 母からの ャ 青 

軸に基づき危険性はないと 判断しているが、 その情報のみに 頼ること 

の 妥当性やリスク 判断に問題があ ったと考えられる。 

[ 事例 C] 
①関係機関の 関与 

児童相談所、 乳児院、 保健センターが 子どもの養育に 関して施設入所、 
退前後の在宅指導を 通じて長期的に 関与 

②家庭環境、 養育環境等 
父 、 母、 多子家庭。 死亡した子どもは 幼児。 乳児院を退前後に 家庭に 

引き取られ、 そこで虐待を 受け死亡 
③ 本 事例における 課題 

ア ) 妊娠 期 ，周産期、 出産直後のケア 
本人は、 妊娠中から子どもの 養育に拒否的で、 当初母子手帳 の交付 

も受けて い なかった。 また、 出産もケアを 全く受けない 自宅分娩であ 

った 。 児童相談所等関係機関はその 状況について 危機感を持たず、 調 

査をしていなかった。 

この時点での 出産状況に関する 調査や家族からの 支援の可否、 養育 

への意識も含めた 家族の関係のアセスメント 及びサポート 体制の取り 

方によって状況は 異なっていた 可能，性があ ると考えられる。 
また、 自宅分娩後に 医療機関が関係しているが、 出産状況からも 特 

に 養育支援を必要とする 事例であ るとの認識を 医療機関が持つべきで 
あ った。 この点において、 医療機関の認識と、 医療機関・保健機関・ 

児童相談所間の 連携に問題があ ったと考えられる。 
イ ) 状況の変化時におけるアセスメント 

家族の子どもに 対する養育意思は、 当初は拒否的であ ったが、 浮 mJ 巳 

院 入所後しばらくして 受入れに転じ、 引き取りの意向を 示した。 児童 

相談所の意識としてはできるだけ 子どもの引き 取りの方向性を 取りた 

いという考えが 先行し、 この時点での 状況の変化に 関しての要因分析 
は 十分実施されている 状況ではなかったと 考えられる。 

しかしながら、 この時点でも 養育意思を含めた 家族の関係のアセス 
メント、 状況変化の背景にあ る要因分析がなされていれば、 死亡に 至 

らなかった可能性があ ると考えられる。 また、 施設の不足などの 社会 

的養護体制が 不十分であ ったという点も 援助方針の設定に 偏りを与え 
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た 面もあ ると考えられる。 
また、 このような子どもの 引き取りという 流れへの対応に 関して、 

必ずしも組織的なスーパービジョンが 行われる体制ではなかつたこと 

も 課題であ ると考えられる。 

ウ ) 愛着形成の問題 
乳児院過所までの 経過は、 家族の引き取り 意向表明から 過所まで 約 

6 か 月の期間において 月に 1 ～ 2 回程度の面会、 一時帰宅が 2 回のみ 

であ ったが、 過所時点でほ、 「良好な愛着関係が 図られており、 問題な 

い 」 との評価が行われている。 アセスメントの 問題がうかがわれる。 

奉事例は、 出産直後から 浮 」 児 院に入所しており、 こうした事例にお 

いて短期間で 愛着形成が十分なされることは 困難であ るという認識を 
持つべきであ る。 なお、 一般的には、 乳児院入所児は 誰に対しても 愛 

着 と思えるような 関わりをする 傾向があ るが、 それは真の意味での 愛 

着とは言えないことに 留意すべきであ る。 

ェ ) 機関連携、 情報伝達 

乳児院過所後においては、 保健センターも 一定の役割を 担うことと 
していたが、 具体的な内容の 指示に欠けていたことにより フ オロ一体 

制が十分構築されていなかった。 

また、 施設入所時における 体重等の情報が 保健センタ一に 伝達され 
ていなかったため、 施設過所後は 体重が減少していたにもかかわらず、 
体重が正常 域 にあ ったことから 異常に気づけなかったという 機関連携 

上 の問題があ った。 

これに関しては、 その後、 関係地方公共団体における 検証を経て、 
施設、 保健所、 保健 師の アフターケアのシステムが 構築されるといっ 

た 改善策が講じられた。 

[ まとめ ] 

児童相談所が 長期に関与した 前述の姉事例に 共通する教訓としては、 以下 

のとおりであ る。 

(1 ) 援助の基本的な 方針や姿勢 

家族との関係を 重視しすぎる 姿勢やそれに 偏った対応方針が、 結果的に 
判断の遅延などにつががりやすいという 状況が共通して 見られた。 子ども 

の 命を守ることを 最優先とし、 状況に応じた 適時適切な介入的視点に 立っ 

た支援の導入や 対応姿勢をとることが 必要であ る。 

(2) 状況に対応した 援助方針の見直し 等 

児童相談所が 長期に関わってきた 事例は、 リスクの高い 状況に置かれて 
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ないが、 これらの環境整備を 図りつつ、 子どもの引き 取りの時期等につい 

て は 慎重に判断されるべきであ る。 

このための基礎的条件として、 都道府県・指定都市においては、 要 保護 

児童に関する 地域の状況を 十分に把握し、 在宅支援サービスを 含めた必要 

十分な社会的養護の 体制を確保する 必要があ り、 国としてもこれを 支援し 

ていくことが 必要であ る。 
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D. 地方公共団体における 児童虐待による 死亡事例等の 検証 
のあ り方 

虐待による子どもの 死亡をなくし、 子どもの心身の 成長に重大な 影響をもた 
らす虐待を防止するためには、 不幸にして生じた 死亡事例等についての 検証を 

十分に行 う 必要があ る。 検証に当たっては、 虐待に至った 背景、 当該家庭と地 

域 ・社会との関係、 関係機関の対応などを 詳細に把握し、 未然防止あ るいは深 

刻化防止のための 課題を明らかにした 上で、 必要な対策を 講ずる必要があ る。 
管内で発生した 児童虐待による 死亡事例や死亡に 至らないまでも 深刻な虐待 

事例などの情報を 積極的に収集、 検証するとともに、 虐待の防止策を 講じるこ 

とは地方公共団体の 責務であ るが、 検証に関して 積極的な対応が 図られていな 
ぃ 地方公共団体も 存在する状況であ る。 

このことは、 検証の重要性が 十分認識されて、 、 ないこと、 検証を実施する 場 

合の手法等が 明確でないことにも 要因があ ると考えられることから、 ここでは 

検証を実施する 場合における 基本的考え方や 視点について、 実際に地方公共団 
体 において実施された 検証から得られた 情報も踏まえて 記述することとする。 

「．地方公共団体における 児童虐待による 死亡事例等の 検証方法 

(1 ) 検証への関わり 方の姿勢 
死亡事例等の 検証の実施主体及び 性格としては、 ① 市 福祉事務所や 市町村 

保健センタ一などの 市町村の関係機関が 個別事例に関与していた 場合につい 
ては、 当該市町村が 課題を抽出し、 これを踏まえた 対応体制の整備を 図るた 

めに必要となる 一次的な検証と、 ②都道府県においてこれら 市町村の検証 結 

果を踏まえ、 専門的・技術的観点からの 支援を含めた 管内市町村の 体制の点 
検、 広域的観点からの 社会的養護の 体制整備のために 必要となる二次的な 検 

託 とがあ る。 

また、 都道府県においても 児童相談所などが 個別事例に関与していた 場合 
などに一次的検証を 実施することが 必要となる。 

これらの検証の 実施過程においては、 関係機関等における 対応経過の確認、 
アセスメントの 内容、 援助方針等の 決定方法、 あ るいは他の機関との 意思疎 
通 が結果的にどうであ ったのかなどについて、 関係機関等の 記録の分析や 個 

別ヒアリンバなどの 過程で事実関係や 経過を明らかにしていくことになる。 
事例検証はあ くまでも今後の 児童虐待防止対策を 構築する上での 課題を抽出 

することを重要な 意義・目的とするものであ り、 関わりのあ った関係機関や 
関係者の個別判断について 責任の追及を 目的とする姿勢 は 避けるべきであ 
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視点を持っことが 必要であ る。 

[ 市町村が検証を 行 う   場合 ] 

市町村においては、 その課題や対策の 内容が都道府県レベルとは 異なる 

ことから、 個別に検証を 実施する必要があ り、 都道府県とその 内容を共有 
することが必要であ る。 一例として、 虐待防止ネットワークの 実務者会議 

又は個別ケース 検討会議において、 虐待事例の検証を 実施することとして 

いるところもあ る。 

②専門家等の 第三者による 関与等 

死亡事例等の 分析・検証の 実施及び今後の 体制構築の検討に 当たって 

は、 当該事例の社会に 与える影響度や 課題の重要性あ るいは専門的見地か 
らの検討の必要性などを 考慮し、 専門家等の第三者による 関与や意見の 反 

映を図る必要があ る。 

この専門家等の 第三者による 関与や意見の 反映の方法としては、 ア ) 審 

議会委員、 イ ) 外部委員による 検討チーム、 ウ ) 自治体及び覚部委員によ 
る 合同検討チームでの 検討の実施が 考えられるが、 客観性、 専門性の観点 

からは、 できるだけ外部委員の 視点を入れることが 必要であ る。 その際、 

当該外部委員の 守秘義務については 十分留意する 必要があ る。 

また、 児童相談体制に 市町村が入ることで、 福祉、 保健、 医療、 教育な 

どの観点及び 地域ネットワーク や 啓発といった 観点から幅広い 取り組みが 

重要になるという 視点をもつことが 必要であ る。 

なお、 今後の市町村の 果たす児童相談の 役割や関係機関間の 連携の必要 

性を踏まえると、 都道府県レベルの 検討においても 市町村の役割とこれ へ 

の後方支援の 在り方など市町村と 都道府県の関係についての 視点を考慮す 
る必要があ る。 

③検証結果の 公表等 
死亡事例等の 概要、 課題、 今後の体制整備など 検証結果の公表について 

は 、 他市町村や関係機関等への 周知などの必要性に 応じて実施することが 

望まれる。 
この場合、 個人のプライバシ 一に配慮し、 個人情報の扱いについて 自治 

体の条例等に 基づき十分留意する 必要があ る。 

④検証に当たっての 留意点 

先に述べたよさに、 事例検証はあ くまでも今後の 児童虐待防止対策を 構 

築する上での 課題を抽出することを 目的とするものであ ることから、 関わ 

りのあ った関係機関や 関係者の個別判断について 責任の追及は 避けるべき 

であ り、 次のようなことにも 留意が必要であ る。 

一 22  一 



ア ) 検討会等において 担当者の個別ヒアリンバを 実施する場合は、 ヒアリ 

ング体制や出席についての 本人の意向への 十分な配慮が 必要であ る。 

イ ) 検証結果から 得られた課題は、 関係組織・機関の 課題として位置付け 

ることとし、 担当者個人の 問題とすべきではない。 

ウ ) 検証と併せて、 担当者のメンタルヘルスケア、 組織への総合的な 援助 

の方向性の確認などを 適切な時期に 行うことが必要であ る。 

ェ ) 検証結果が、 職員の処分の 有無やその内容に 反映することが 考えられ 

ることから、 担当者個人の 責任問題に終始することなく、 組織の体制強 
化にっながるものにしていく よう 、 人事部局との 十分な調整が 必要であ 

る 。 

2. 国及び地方公共団体における 検証結果の意義及び 課題への対応 

先に記述したよさに、 児童虐待による 死亡事例等の 検証の目的は、 当該地 

方公共団体の 現状の体制に 関する課題の 抽出及びこれを 踏まえた対応体制の 
5% 化を図ることであ る。 

さらに、 これらの事例から 国 ( 検証委員会 ) や都道府県が 二次的な検証を 
実施し、 関係者に共通する 課題等について 分析・公表することは、 直接の当 

事 者でなくても 類似の課題への 検証 力 を高めることになることから、 類似し 
た要因による 死亡事例等の 発生を未然に 防止することが 期待される。 

また、 死亡事例等は 様々な要因が 複雑に絡み合って 発生している 場合が多 
いことから、 現場担当者の 努力だけを求めるものではなく、 現場担当者を 支 

援する組織的対応力の 強化、 関係機関間の 連携の強化、 要保護児童に 対応す 
る 社会的資源の 充実など多角的観点から 対策を強化していく 必要があ る。 こ 

うした点について、 国、 地方公共団体、 その他の関係機関が 共通認識を持っ 
て対応していくためにも、 事例の検証作業を 有意義なものとしなければなら 
ない。 
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0 おわりに 

国 ( 検証委員会 ) は、 地方公共団体が 実施した死亡事例等の 検証を基にして、 
資料の分析や 必要に応じたヒアリンバを 実施し、 問題点や対応方策について 検 

証してきている。 

今回の検証作業の 中では、 例えば、 一部の地域においては、 一時保護所や 施 

設の受入れ体制に 余力がなく、 一時保護へのためらいや 措置解除の判断に 影響 
を与えていた 事例、 あ るいは援助に 携わる機関の 人事体制などが 要因でその 対 

応を左右した 事例なども存在することが 見受けられた。 このような実情は、 関 

係地方公共団体のヒアリンバの 中でも指摘された。 こうした点にも 留意して 対 

策 に取り組む必要があ る。 

また、 家族の再統合や 家庭の養育機能の 再生・強化に 向け、 虐待を受けた 子 

どものみならず、 親を含めた家族への 支援を的確に 行 う ための在宅支援サービ 
スが 現状では不十分と 言わざるを得ない。 今後、 こうした点も 念頭に置き、 国 

及び地方公共団体において 対策を強化していく 必要があ る。 

さらに、 先般の児童福祉法の 改正により、 平成Ⅰ 7 年 4 月から、 市町村が児 

童 相談の第一義的な 窓ロとなったことから、 市町村においても、 この検証結果 
を参考に児童相談体制の 整備に十分活用していくことが 望まれる。 
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